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60
歳
ま
で
に
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
資
格
を
満
た
し
て
い
な
い
場

合
や
、
40
年
の
納
付
済
期
間
が
な

く
老
齢
基
礎
年
金
を
満
額
受
給
で

き
な
い
場
合
な
ど
で
、
年
金
額
の

増
額
を
希
望
す
る
場
合
は
、
60
歳

以
降
で
も
国
民
年
金
に
任
意
加
入

で
き
ま
す
。 

（
厚
生
年
金
保
険
、

共
済
組
合
な
ど
の
加
入
者
を
除
く
）

　

申
し
出
し
た
月
か
ら
の
加
入
と

な
り
、
遡
っ
て
加
入
す
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。（
60
歳
の
誕
生
日

の
前
日
か
ら
任
意
加
入
の
手
続
き

が
で
き
ま
す
）

任
意
加
入
で
き
る
方

　

次
の
す
べ
て
の
条
件
を
満
た
す
方

 

・
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
60　

　

歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
（
一
部　

　

対
象
と
な
ら
な
い
方
が
い
ま
す
）

 

・
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ
支　

　

給
を
受
け
て
い
な
い
方

 

・
20
歳
以
上
60
歳
未
満
ま
で
の
保

　

険
料
の
納
付
月
数
が
４
８
０
月　

　

 

（
40
年
）
未
満
の
方

 

・
厚
生
年
金
保
険
、
共
済
組
合
な　

　

ど
に
加
入
し
て
い
な
い
方

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
へ

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
方
へ

　

次
の
よ
う
な
場
合
は
届
出
が
必

要
で
す
。

 

・
児
童
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
こ　

　

と
な
ど
に
よ
り
、
支
給
対
象
と

　

な
る
児
童
が
い
な
く
な
っ
た
と
き

 

・
受
給
者
や
配
偶
者
、
児
童
の
住

　

所
が
変
わ
っ
た
と
き
（
他
の
市

　

町
村
や
海
外
へ
の
転
出
を
含
む
）

 

・
受
給
者
や
配
偶
者
、
児
童
の
氏

　

名
が
変
わ
っ
た
と
き

 

・
一
緒
に
児
童
を
養
育
す
る
配
偶

　

者
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き
、

　

ま
た
は
児
童
を
養
育
し
て
い
た

　

配
偶
者
が
い
な
く
な
っ
た
と
き

 

・
受
給
者
の
加
入
す
る
年
金
が
変

　

わ
っ
た
と
き
（
受
給
者
が
公
務

　

員
に
な
っ
た
と
き
を
含
む
）

 

・
離
婚
協
議
中
の
受
給
者
が
離
婚

　

を
し
た
と
き

 

・
国
内
で
児
童
を
養
育
し
て
い
る

　

方
と
し
て
、
海
外
に
住
ん
で
い

　

る
父
母
か
ら
「
父
母
指
定
者
」

　

の
指
定
を
受
け
る
と
き

※
必
要
な
届
出
が
遅
れ
た
た
め
に

過
払
い
が
発
生
し
た
場
合
は
、
過

払
い
分
を
返
還
し
て
い
た
だ
き
ま

す
の
で
、
速
や
か
に
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

現
況
届
の
提
出

　

児
童
の
養
育
状
況
が
変
わ
っ
て

い
な
け
れ
ば
、
現
況
届
の
提
出
は

原
則
不
要
で
す
が
、
次
の
①
～
⑤

の
方
は
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す
。

　

提
出
が
必
要
な
方
に
、
現
況
届

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
６
月
30
日

㈪
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

現
況
届
が
届
い
て
い
な
い
場
合

は
、
子
育
て
支
援
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方

①
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居　

　

し
て
い
る
方

②
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
に
よ

　

り
、
住
民
票
の
住
所
地
が
実
際　

　

の
居
住
地
と
異
な
る
方

③
支
給
要
件
児
童
の
戸
籍
や
住
民

　

票
が
な
い
方

④
法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、

　

施
設
・
里
親
の
受
給
者
の
方

⑤
「
監
護
相
当
、
生
活
費
の
負
担

　

に
つ
い
て
の
確
認
書
」
の
提
出

　

が
あ
る
方
の
う
ち
、
算
定
対
象

　

と
な
る
18
歳
到
達
後
の
最
初
の

　

３
月
31
日
の
翌
日
か
ら
22
歳
到

　

達
後
の
３
月
31
日
ま
で
の
お
子　

　

さ
ん
が
学
生
以
外
（
就
労
中
・

　

無
職
な
ど
）
で
あ
る
な
ど
、
養

　

育
相
当
の
状
況
に
変
更
が
な
い

　

か
確
認
の
必
要
が
あ
る
方

過
年
度
分
の
現
況
届
が

　
　
　
　
　
　

未
提
出
の
方
へ

　

令
和
６
年
度
の
現
況
届
の
提
出

が
確
認
で
き
ず
一
時
差
し
止
め
中

の
方
は
、
当
該
年
度
の
現
況
届
の

提
出
が
必
要
で
す
。

問
子
育
て
支
援
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３

ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
除
却
工
事
の
一
部
を
補
助

ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
除
却
工
事
の
一
部
を
補
助

　

自
己
所
有
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど

の
除
却
を
希
望
さ
れ
、
次
の
要
件

に
該
当
す
る
市
民
の
方
に
費
用
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。

補
助
要
件

 

・
市
内
の
建
築
基
準
法
の
道
路
に　

　

面
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
千
葉

　

県
地
域
防
災
計
画
で
定
め
る
緊

　

急
輸
送
道
路
（
主
要
地
方
道
：　

　

千
葉
八
街
横
芝
線
・
成
東
酒
々

　

井
線
、
一
般
国
道
：
１
２
６
号

　

・
４
０
９
号
）
ま
た
は
、
小
学

　

校
を
中
心
と
し
た
概
ね
半
径
５

　

０
０
ｍ
の
区
域
に
あ
る
通
学
路

　

に
面
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る

 

・
高
さ
１
・
２
ｍ
を
超
え
て
お
り
、　

　

道
路
境
界
線
ま
で
の
水
平
距
離

　

以
上
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど

※
申
請
前
に
工
事
の
契
約
・
着
手

を
行
わ
れ
た
方
は
、
対
象
外
と
な

り
ま
す
。

申
請
期
間

　

７
月
１
日
㈫
～
15
日
㈫

　

 

（
土
曜
、
日
曜
日
・
祝
日
除
く
）

補
助
件
数

　

１
件
（
受
付
件
数
を
上
回
っ
た

　

場
合
は
抽
選
に
な
り
ま
す
）

※
募
集
件
数
に
満
た
な
い
場
合
は

※
年
金
の
受
給
資
格
期
間
を
満
た

し
て
い
な
い
65
歳
以
上
70
歳
未
満

の
方
も
加
入
で
き
ま
す
が
、
年
金

事
務
所
で
の
手
続
き
と
な
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
年
金
事
務
所
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
外
国
に
居
住
す
る
日
本
人
で
、

20
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
も
加
入

で
き
ま
す
。

手
続
き
に
必
要
な
も
の

 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は　

　

運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
で　

　

き
る
も
の

 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は
基
礎
年

　

金
番
号
の
わ
か
る
も
の

 

・
預
（
貯
）
金
通
帳
お
よ
び
金
融

　

機
関
へ
の
届
出
印

※
保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
口
座

振
替
と
な
り
ま
す
。

申
請
お
よ
び
問
い
合
わ
せ
先

　

国
保
年
金
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
３
９

　

幕
張
年
金
事
務
所

　

☎
２
１
２
‐
８
６
２
１　
　

　

　

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

期
間
を
延
長
し
ま
す
。
以
降
は
受

付
順
と
な
り
ま
す
。

補
助
金
額

　

10
万
円
上
限
（
除
却
に
要
す
る　

　

経
費
の
３
分
の
２
以
内
、
千
円　

　

未
満
切
り
捨
て
）

申
請
方
法

　

次
の
ど
ち
ら
か
で
期
間
内
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
窓
口
申
請

申
請
時
間

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

申
請
方
法

　

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の　
　
　
　

う
え
、
添
付
書
類
と
一
緒
に
都　

市
計
画
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
類
は
、
都
市
計
画
課
窓

口
で
配
付
の
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

○
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
申
請

申
請
時
間

　

24
時
間

申
請
方
法

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
可
能
の

お
使
い
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問
都
市
計
画
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
３
０

公式LINE

ゆ
う
ゆ
う
の
す
こ
や
か
運
動
教
室　

そ
の

ゆ
う
ゆ
う
の
す
こ
や
か
運
動
教
室　

そ
の
1616

時
７
月
３
日
㈭
・
31
日
㈭
・

　

８
月
７
日
㈭
・
21
日
㈭
・

　

９
月
４
日
㈭
・
11
日
㈭

　

各
日
午
前
10
時
～
11
時

場
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
ゆ
う
ゆ
う

内
介
護
予
防
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
健

　

康
体
操
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、

　

脳
ト
レ
な
ど

対
市
内
在
住
で
60
歳
以
上
の
方

定
各
回
20
人
（
先
着
順
）

費
無
料

申
６
月
７
日
㈯
午
前
９
時
か
ら
電

　

話
ま
た
は
来
所
で
申
し
込
み
。

※
申
し
込
み
は
本
人
の
み
で
す
。

持
上
靴
、
タ
オ
ル
、
飲
み
物
、
動

　

き
や
す
い
服
装

※
感
染
症
な
ど
の
拡
大
状
況
に
よ

り
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
ゆ
う
ゆ
う

　

☎
４
４
３
‐
５
２
１
１

第第
5959
回
な
の
は
な
シ
ニ
ア
千
葉
特
選
演
芸
会

回
な
の
は
な
シ
ニ
ア
千
葉
特
選
演
芸
会

令
和
７
年
度
県
民
の
日
賛
同
行
事

～
心
の
ふ
る
さ
と
和
芸
競
演
～

　

唄
い
ま
す
！

　
　

喋
り
ま
す
！
笑
わ
せ
ま
す
！

　

盛
り
だ
く
さ
ん
の
演
芸
会
で
、

大
好
評
の
抽
選
会
も
あ
り
ま
す
。

時
６
月
６
日
㈮

　

開
演　

午
後
１
時
30
分

　

 
（
開
場　

午
後
０
時
30
分
）

場
ス
ポ
ー
ツ
プ
ラ
ザ

費
チ
ケ
ッ
ト
１
枚
２
０
０
０
円

　

 

（
当
日
券
あ
り
ま
す
）

問
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
ゆ
う
ゆ
う

　

☎
４
４
３
‐
５
２
１
１

問

問 費

時

場 問

時場内対定

費申持問

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５


